
 

和 解 契 約 書 
 
 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」

という。）につき、別紙当事者目録（省略）記載の申立人らと（以下「申立人ら」

という。）と被申立人東京電力株式会社（以下「被申立人」という。）は、次の

とおり和解する。 
第１条 申立人らと被申立人は、本件に関し、下記の損害項目について和解す

ることとし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばないことを相互

に確認する。 
記 

 損害項目  自主的避難等対象者の本件事故発生から平成２３年１２月

末までの精神的損害及び生活費増加費用（中間指針追補（指

針）Ⅰ）②記載の損害） 
第２条 被申立人は、申立人Ｘ１及びＸ２に対してそれぞれ８万円ずつを、Ｘ

３（妊婦）及びＸ４（子供）に対してそれぞれ４０万円ずつ（以上合計９６

万円）を支払う。 
第３条 支払方法 
    （省略） 
第４条 手続費用 
  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 
 
 本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人ら及び被申

立人が署名（記名）押印の上、申立人ら全員が１通を、被申立人が１通をそれ

ぞれ保有するものとする。また、被申立人は本和解契約書の写し１通を、原子

力損害賠償紛争解決センターに交付する。 
平成２４年３月４日 
 
（仲介委員長 津川哲郎、仲介委員 岡田康男、同 田中千草） 

 

 本件事故当時、本宮市に居住していた申立人らが、自主除染費用、自主的

避難に係る損害の損害賠償を求めた事例。 


